
 

　（1） がん
医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

　（２） 関節
 かん  せつ

リウマチ

　（３） 筋萎縮性側索硬化症
  きん　　い 　しゅく　せい　そく　　さく　　こう　　か　しょう　

　（４） 後縦靱帯骨化症
こ う じ ゅ う じ ん た い こ っ か し ょ う

　（５） 骨折
　こっ　せつ

を伴う
 ともな

骨粗鬆症
　こつ　　そ　しょう　しょう　

　（６） 初老期における認知症
しょ ろう き にん ち しょう

　（７） 進行性核上性麻痺 、大脳基底核変性症  及び  パーキンソン病
しん こう せい かく じょう せい ま ひ だい のう き てい かく へん せい しょ う

　 　　　　　　　　　    　  　　　　　　　　　　　[ パーキンソン病関連疾患 ]

　（８） 脊髄小脳変性症
　せき　ずい　しょう　のう　へん　せい　しょう　

　（９） 脊柱菅狭窄症
　せき ちゅう　かん　きょう  さく  しょう　

（１０） 早老症
　そう　 ろう　しょう　

（１１） 多系統萎縮症
　 た    けい   とう   　 い   しゅく  しょう　

（１２） 糖尿病性神経障害 、
  とう   にょう  びょう せい    しん   けい  しょう がい　

糖尿病性腎症
  とう   にょう  びょう せい   じん  しょう

   及び
および　　

  糖尿病性網膜症
　とう　 にょう びょう  せい   もう    まく  しょう

（１３） 脳血管疾患
  のう   けっ  かん     しっ  かん　

（１４） 閉塞性動脈硬化症
  へい   そく  せい   どう  みゃく   こう    か    しょう　

（１５） 慢性閉塞性肺疾患
  まん  せい  へい   そく   せい   はい     しっ かん　

（１６） 両側の
   りょうがわ

膝関節
  ひざ  かん  せつ

 又は
  また

 股関節
    こ     かん   せつ

に著
いちじる

しい変形
  へんけい

を伴
   とも

う
  

変形性関節症
 へん  けい  せい   かん  せつ  しょう

介護保険制度において、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者が要介護認定を

受けるためには、要介護状態等の原因である身体及び精神上の障害が、

１６の疾病（特定疾病）のいずれかに該当することが要件となります。
第２号被保険者の新規認定申請につきましては、必ず主治医に確認してください。


